
京丹後市聴覚言語障害者地域活動支援センター 

運営規程 

（目的） 

第１条 この運営規程は、社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会が設置運営する

京丹後市聴覚言語障害者地域活動支援センターが行う事業の運営及び利用に

ついて必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（基本方針） 

第２条 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常 

生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練等を行う

ことにより、利用者の生活機能ならびに生活の質の向上を図る。 

 

（運営の方針） 

第３条 支援センター通じて、利用者の願いや意欲を生かし、仲間づくりや日常生活

欲求を実現し、生活機能の向上を図るとともに、利用者の在宅生活及び社会生

活を支援します。 

  ２ 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の医療・保健・福祉サービス

機関との綿密な連携を図り、総合的な援助に努めるものとする。 

  ３ 事業の対象は、聴覚言語障害者等を中心にサービスを提供する。すべての利

用者からの利用申し込みに真摯に対応するものとし、正当な理由なしにサービ

スの提供を拒否することは行わない。ただし、人員体制等から適切なサービス

提供が困難な場合は、適当な他の身体障害者支援センター事業者等の施設を紹

介等の措置を講ずるものとする。 

  ４ 事業実施に当たり、市町村が行うあっせん、調整及び要請並びに京都府が行

う市町村相互間の連絡調整等に対し、協力を行うものとする。 

   

（事業所の名称等） 

第４条 本事業所の名称および所在地は次のとおりとする。 

  一、名 称  京丹後市聴覚言語障害者地域活動支援センター 

  二、所在地  京都府京丹後市峰山町荒山 328番地 

（職員の配置および職務内容） 

第５条 本事業所に次の職員を置く。 

  一、管理者   １名 



     管理者は、事業所の職員等の管理、支援センターの利用申込みに係る調整、

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、事業所の職員

に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 

  二、サービス提供職員   ４名 

    サービス提供職員は、利用者が日常生活を営む為に必要な情報提供、学習

指導などを通じ、社会適応訓練、日常生活訓練等を行う。また、支援センタ

ーの提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し適切

な介助を行う。 

四、調理員   １名 

    調理員は、給食サービスの提供のための業務を行う。 

 五、送迎員   1名 

    送迎員は、利用者の送迎業務を行う。 

 

（営業日および営業時間） 

第６条 本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

一、営業日は月曜から木曜まで週 3日とします。 

（ただし、祝祭日、毎水曜日、１月２日から３日 

８月１３日から１５日  

１２月２９日から３１日  を除く） 

 

  二、営業時間は、午前 9時 30分から午後３時 30分までとする。 

  三、営業日及び営業時間について管理者が必要と認める時は変更することが 

できる。 

 

（利用定員） 

第７条 本事業所が、１日に支援センター事業を提供する定員は、１日あたり１５名

とする。 

 

（支援センターの内容） 

第８条 支援センターの内容は、次のとおりとする。 

  一、社会適応訓練 

     社会生活力プログラムより、健康管理・生活の学習・健康の学習・食生活

の学習  



  二、機能訓練 

 補聴器活用、日本語、手話等コミュニケーション訓練など 

  三、更生相談 

     聞こえの相談(聴力検査など) 

四、創作的活動 

   木工、縫製、手芸、園芸、書道、など 

  五、食事の提供 

六、送迎   

  七、その他、支援センター事業を効果的に機能させるために必要な事業。 

 

 ２ サービス提供は、利用者又はその同居の家族に管理者が内容を説明したし支援

センター計画に基づいて行うものとする。 

 ３ サービス提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うものと

する。 

 ４ サービス提供にあたっては、常に利用者の心身の状況を的確に把握するととも

に、必要に応じ当該利用者の心身の特性に対応した指定サービスの提供に努める

ものとする。 

 ５ サービス提供した際は、支援センター計画に従ったサービスの実施状況及び目

標の達成状況の記録を行うものとする。 

 

（利用料等） 

第９条  

1食事サービスに係る実費（一人 1回 400円）を徴収します。なお、給食提供に

かかる定率負担金、または光熱水費もこれに含むものとします。 

2創作活動に係る原材料費、利用者が負担すべき日常生活に係る費用については

実費を徴収する。 

3項の費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家

族に対して必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、

利用者の同意を得る。 

4 片道 100円いただきます。 

 

 



（通常の事業の実施地域） 

第 10条  

   1通常の事業の実施地域は京丹後市内とする。 

     2但し京丹後市外在住の聴覚言語障害者に対して管理者が必要と認めた場合は、 

       通常の実施地域を越えて事業を実施することができることとし、その際、送 

       迎を伴う場合には、実費を請求することとする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第 11 条 利用者は指定支援センターの提供を受ける際には、医師の診断や日常生活

上の留意事項、利用当日の健康状態等を支援センター従業者に連絡し、心身

の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。 

 

（苦情処理、賠償等） 

第 1２条 提供した支援センターに関する利用者からの苦情や、賠償すべき事故の発

生に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口を設置し担当者を配置

して必要な措置を講じ、必要な賠償等を行うものとする。 

 

（衛生管理） 

第 1３条 支援センターで使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど、

常に衛生管理に十分留意するものとする。 

   ２ 職員等は、感染症等に関する知識の習得に努める。 

 

（緊急時における対応方法） 

第 1４条 職員は、支援センターの実施中に利用者の心身の状況に異変その他の緊急

事態が生じたときは、速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切

な措置を講ずるとともに管理者に報告するものとする。 

 

（非常災害対策） 

第 1５条 支援センターの提供中に天災その他の災害が発生した場合、職員は利用者

の避難等適切な措置を講ずる。又、管理者は、日常的に具体的な対処方法、

避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には非難等の指揮を

とる。 

 



（その他運営についての留意事項） 

第 1６条 職員の資質向上を図るために研修の機会を設ける。 

（１）採用時研修 採用後 1ヶ月以内 

（２）継続研修  随時 

   ２ 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を保護する。又、職

員であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことのない

よう、必要な処置を講ずる。 

   ３ 本事業所は、この事業を行うため、サービス提供内容、ケース記録、利用

者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。 

   ４ この運営規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は社会福祉法人京

都聴覚言語障害者福祉協会と本事業所の管理者の協議に基づいて定めるも

のとする。 

 

付則 

  この運営規程は、2007年（平成 19年）4月 1日から施行する。 

        


